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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電極キャップと、
　前記電極キャップを固定する導電性の電極固定体と、
　接続部位の前記電極固定体が外側になるように重複させて電極固定体と接続する絶縁性
の管状絶縁体と、
　接続部位の管状絶縁体が内側になるように管状絶縁体と重複させて管状接続体と接続す
る管状金属筐体と、
　管状絶縁体と管状金属筐体を通って電極固定体に接続される導線とを備え、
　前記電極キャップは、前記電極固定体を覆い、ジルコニウムからなることを特徴とする
腐食電位センサ。
【請求項２】
　電極キャップと、
　前記電極キャップを固定するための導電性の電極固定体と、
　接続部位の電極固定体が外側になるように重複させて電極固定体と接続する絶縁性の管
状絶縁体と、
　接続部位の管状絶縁体が内側になるように管状絶縁体と重複させて管状接続体と接続す
る管状金属筐体と、
　管状絶縁体と管状金属筐体を通って電極固定体に接続される導線とを備え、
　前記電極キャップは、前記電極固定体の接液面および前記電極固定体と前記管状絶縁体
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の接続部の接液面を覆い、ジルコニウムからなることを特徴とする腐食電位センサ。
【請求項３】
　前記電極キャップと前記管状絶縁体の隙間に、ジルコニウムからなる金属スペーサを設
置することを特徴とする請求項２に記載の腐食電位センサ。
【請求項４】
　前記電極キャップと前記金属スペーサを溶接により固定することを特徴とする請求項３
に記載の腐食電位センサ。
【請求項５】
　前記管状絶縁体と前記管状金属筐体の接続部の接液面に中間層を被覆し、更に中間層の
接液面に白金を被覆することを特徴とする請求項１に記載の腐食電位センサ。
【請求項６】
　前記中間層がチタンで構成されることを特徴とする請求項５に記載の腐食電位センサ。
【請求項７】
　前記電極固定体と前記管状金属筐体の線膨張係数が、管状絶縁体の線膨張係数より小さ
いことを特徴とする請求項１に記載の腐食電位センサ。
【請求項８】
　前記電極固定体および前記管状金属筐体が、Ｆｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ合金又はＦｅ－
４２Ｎｉ合金であることを特徴とする請求項７に記載の腐食電位センサ。
【請求項９】
　前記管状絶縁体がサファイア又は安定化ジルコニアであることを特徴とする請求項７に
記載の腐食電位センサ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、腐食電位センサに係り、特に、原子力プラント運転期間中に原子炉冷却水に
接する金属材料の腐食電位を測定するのに好適な腐食電位センサに関する。
【背景技術】
【０００２】
　原子力プラントの稼働率向上の観点から、原子炉の炉内構造物及び圧力境界部材を構成
する構造材料（ステンレス鋼，ニッケル基合金）及び配管を構成する材料（ステンレス鋼
，低合金鋼，炭素鋼）の応力腐食割れや流動加速腐食を抑制することは、重要な課題であ
る。
【０００３】
　応力腐食割れは、材料，応力及び腐食環境の３因子が特定の条件になった場合に発生す
るが、一因子を特定の条件から改善することにより抑制することができる。流動加速腐食
も、材料及び腐食環境が特定の条件になった場合に発生し、一因子を特定の条件から改善
することにより抑制することができる。
【０００４】
　応力腐食割れに対する腐食環境改善技術の従来技術の一例として、水素注入がある。原
子炉内では、中性子やγ線により原子炉内の冷却水が放射線分解して、酸素及び過酸化水
素が発生する。酸素及び過酸化水素を含んでいる冷却水が腐食環境を形成する。水素注入
は、水素を注入した給水が原子炉内に供給されることによって、その水素を冷却水に含ま
れる酸素及び過酸化水素と反応させ、冷却水中の酸素及び過酸化水素の濃度を低減させる
技術である。この水素注入は、原子炉の腐食環境を改善する技術である。一方、流動加速
腐食に関する腐食環境改善技術の一例として酸素注入がある。給水中の酸素濃度が１０μ
ｇ／Ｌ以下になると、給水が流れる炭素鋼製の給水配管は給水による流動加速腐食により
減肉する。酸素注入は給水に酸素を注入して、給水配管の流動加速腐食を抑制する技術で
ある。
【０００５】
　腐食環境改善技術の改善効果の確認は、例えば、対象となる構造部材の腐食電位を測定



(3) JP 5002606 B2 2012.8.15

10

20

30

40

50

することによって行われる。沸騰水型原子炉では、腐食電位を－０.２３Ｖ（ＳＨＥ）以
下に低減すると、応力腐食割れの発生を抑制できることが報告されている（非特許文献１
を参照）。また、酸素を注入して腐食電位を－０.２Ｖ（ＳＨＥ）以上に増加させると流
動加速腐食を抑制できることが報告されている（非特許文献２を参照）。なお、Ｖ（ＳＨ
Ｅ）とは標準水素電極に対する電位である。
【０００６】
　腐食環境改善技術の改善効果の確認は運転サイクルを通して測定することが望まれる。
プラントの流動条件がプラント運転中に変化して腐食電位が変動する可能性があるためで
ある。従って、少なくとも１運転サイクルを通して腐食電位を測定することが望ましい。
【０００７】
　腐食電位センサは使用される環境下で一定の電位を発生し、更に電極が測定部位と電気
的に絶縁されることが必要である。腐食電位は測定部位と腐食電位センサの電位差として
電位計を用いて測定される。腐食電位を測定するために用いられる腐食電位センサは、例
えば、特許文献１が挙げられる。特許文献１では、白金を電極として使用する腐食電位セ
ンサを記述している。この腐食電位センサは、白金表面で水素の酸化還元反応を生じさせ
ることにより一定の電位を発生させる。
【０００８】
　腐食電位センサは電極と金属筐体の間に絶縁体を設置して、電極と金属筐体が電気的に
絶縁される構造となっている。絶縁体としては、沸騰水型原子炉の高温環境，放射線環境
に耐えられるセラミックスが用いられる。電極と絶縁体及び絶縁体と金属筐体の接続は、
絶縁体の接続部表面に金属の薄膜を設置する処理（メタライズ処理と呼ぶ）を施してから
ろう付けされる。このろう付け部分の腐食を抑制する方法が、特許文献２や特許文献３に
開示されている。特許文献２は、ろう付け部分にセラミックス層を設置して高温水が直接
接触しないようにすることで、ろう付け部分の腐食を抑制する技術を開示している。また
、特許文献３は、ろう付け部分に腐食し難い白金をめっきすることでろう付け部分の腐食
を抑制する技術を開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開平３－１７５４５号公報
【特許文献２】特開平１１－１４８９０９号公報
【特許文献３】特開２００２－１１６２８１公報
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】R.L. Cowan, et al.，“Experience with hydrogen water chemistry i
n boiling water reactors”，Water Chemistry of Nuclear Reactor Systems 4, Bourne
mouth, U.K., Oct. 13-17, 1986, Vol.1, p.29 (1986)
【非特許文献２】佐藤智徳　他、日本原子力学会「２００５年秋の大会」、八戸工業大学
、Aug.１３－１５，２００５，ｐ.４５８（２００５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　第１の課題として、白金を電極とするセンサは溶存酸素濃度に対する溶存水素濃度のモ
ル比が２以上の環境でないと一定の電位とするのが困難であるということである。これは
、白金上で生じる水素の酸化還元反応の他に、白金上生じる酸素の酸化還元反応による電
位が重畳し、無視できなくなるためである。運転状況により水質は変化するため、腐食電
位センサの電極は、溶存酸素濃度に対する溶存水素濃度に依存せずに一定電位を発生する
金属が望ましい。
【００１２】
　第２の課題として、電極と金属筐体を電気的に絶縁して接続する絶縁材の接合部分が壊
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れやすいということである。電極と絶縁体及び絶縁体と金属筐体は、前述の通り、ろう付
けされている。高温水中ではろう付け部分が腐食したり、電極と絶縁体又は絶縁体と金属
筐体の熱膨張差による応力で接合が外れ、水が腐食センサ内に浸透すると機能しなくなる
可能性がある。従って、腐食電位センサを用いて腐食電位を長時間に亘って測定するため
には、高温水中ではろう付け部分の耐食性を向上させたり、電極と絶縁体又は絶縁体と金
属筐体の熱膨張差による応力で接合が外れを抑制することが重要な課題である。特に、電
極と絶縁体又は絶縁体と金属筐体の熱膨張差による応力で接合が外れることに対する対策
の検討が重要となる。
【００１３】
　本発明は、溶存酸素濃度に対する溶存水素濃度に依存せずに一定電位を発生する金属を
電極として、更に、ろう付け部分が腐食することに対する対策に加えて、電極と絶縁体又
は絶縁体と金属筐体の熱膨張差による応力で接合が外れることに対する対策を施し、寿命
をさらに延ばすことができる腐食電位センサを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　課題を解決するための第一の手段は、電極を固定するための導電性の電極固定体と、接
続部位の電極固定体が外側になるように重複させて電極固定体と接続する絶縁性の管状絶
縁体と、接続部位の管状絶縁体が内側になるように管状絶縁体と重複させて管状接続体と
接続する管状金属筐体と、管状絶縁体と管状金属筐体を通って電極固定体に接続される導
線を備え、電極固定体の接液面を覆うようにジルコニウムからなる金属キャップを設置す
ることである。
【００１５】
　電極となる、電極固定体の接液面を覆うようにジルコニウムからなる金属キャップは電
極固定体の接液面に加えて電極固定体と管状絶縁体の接続部の接液面を覆うように設置す
ることが望ましい。これにより電極固定体と管状絶縁体の接続部の腐食も抑制できる。
【００１６】
　更に、金属キャップと管状絶縁体の間に隙間がある場合は、金属スペーサとしてジルコ
ニウムからなる金属を隙間に入れることが望ましい。水が電極固定体と管状絶縁体の接続
部の接液面に拡散することを抑制することにより、より電極固定体と管状絶縁体の接続部
の腐食も抑制できる。加えて、金属キャップと金属スペーサを溶接により固定することに
より金属キャップが金属固定体から脱離することも抑制できる。
【００１７】
　電極固定体の接液面，電極固定体と管状絶縁体の接続部の接液面に加えて管状絶縁体と
金属筐体の接続部の接液面に中間層を被覆し、更に中間層の接液面に白金を被覆すること
が望ましい。これにより電極固定体と管状絶縁体の接続部，管状絶縁体と金属筐体の接続
部ともに腐食を抑制できるようになるためより望ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、腐食電位センサの寿命をさらに延ばすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の好適な一実施例である実施例１の腐食電位センサの縦断面図である。
【図２】図１に示す腐食電位センサを取付けるＢＷＲプラントの概略構成図である。
【図３】図１に示す腐食電位センサの、図２に示す再循環系配管への取付け状態を示す詳
細構成図である。
【図４】本発明の実施例１の電極キャップにメネジ、電極固定体にオネジを設置した腐食
電位センサの縦断面図である。
【図５】本発明の実施例１の変形例の腐食電位センサの縦断面図である。
【図６】本発明の実施例１の別の変形例の腐食電位センサの縦断面図である。
【図７】本発明の実施例１の別の変形例の腐食電位センサの縦断面図である。
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【図８】本発明の好適な一実施例である実施例２の腐食電位センサの縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を用いて説明する。
【実施例１】
【００２１】
　本発明の好適な一実施例である実施例１の腐食電位センサを、図１～図３を用いて以下
に説明する。本実施例の腐食電位センサ１０は、例えば、沸騰水型原子炉（ＢＷＲ）プラ
ントに適用される。まず、腐食電位センサ１０が適用されるＢＷＲプラントの概略構成を
、図２を用いて説明する。
【００２２】
　ＢＷＲプラントは、原子炉，給水系，再循環系，主蒸気系，タービン３７，復水器３８
及び原子炉浄化系を備える。原子炉３０は、原子炉圧力容器３１（ＲＰＶという）を有し
、炉心３２がＲＰＶ３１内に配置されている。複数の燃料集合体（図示せず）が炉心３２
内に装荷されている。給水系は復水器３８とＲＰＶ３１を連絡する給水配管３９を有する
。給水ポンプ４０が給水配管３９に設けられる。主蒸気系は、ＲＰＶ３１とタービン３７
を連絡する主蒸気配管３６を有する。再循環系は、ＲＰＶ３１に連絡される再循環系配管
３４、及び再循環系配管３４に設けられた再循環ポンプ３５を有する。ＲＰＶ３１及び再
循環系は原子炉格納容器４６内に設置されている。原子炉浄化系は、再循環系配管３４と
給水配管３９に接続される浄化系配管４１、及び浄化系配管４１に設けられた浄化系ポン
プ４２及び浄化装置４３を有する。水素注入装置４５が給水配管３９に接続される。
【００２３】
　ＲＰＶ３１内の冷却水（炉水）は、炉心３２内で燃料集合体に含まれる核燃料物質の核
分裂によって発生する熱で加熱され、一部が蒸気になる。この蒸気は、ＲＰＶ３１から排
出されて主蒸気配管３６を通ってタービン３７に供給され、タービン３７を回転させる。
タービン３７に連結された発電機が回転されて電力が発生する。タービン３７から排出さ
れた蒸気は、復水器３８で凝縮されて水になる。この凝縮水である給水が、給水ポンプ４
０で昇圧され、給水配管３９を通ってＲＰＶ３１に供給される。水素が、水素注入装置４
５から給水配管３９内を流れる給水に注入され、給水と共にＲＰＶ３１内に導かれる。炉
水はこの水素を含んでいる。
【００２４】
　蒸気にならなかった大部分の炉水は、ＲＰＶ３１内に設置された気水分離器（図示せず
）によって蒸気から分離される。分離された炉水は、ＲＰＶ３１と炉心３２の間に形成さ
れるダウンカマ３３内を下降して、再循環系配管３４内に流入する。再循環ポンプ３５は
、この炉水を昇圧する。昇圧された炉水は、ダウンカマ３３内に設置されたジェットポン
プ（図示せず）内に噴出され、ダウンカマ３３内の炉水をジェットポンプ内に吸い込む。
ジェットポンプから吐出された炉水は、炉心３２に供給される。給水配管３９によって導
かれた水素を含む給水は、気水分離器によって分離された炉水とダウンカマ３３内で混合
される。再循環系配管３４内に流入した炉水の一部は、浄化系配管４１に導かれ、浄化系
配管４１に設けられた浄化装置４３によって浄化される。この浄化装置４３から排出され
た炉水は、浄化系配管４１及び給水配管３９を通ってＲＰＶ３１内に戻される。ＲＰＶ３
１の底部に接続されたボトムドレン配管４４が炉浄化系配管４１に接続される。
【００２５】
　腐食電位センサ１０は、再循環系配管３４及びボトムドレン配管４４にそれぞれ設置さ
れる。再循環系配管３４に設置された腐食電位センサ１０を腐食電位センサ１０ａ，ボト
ムドレン配管４４に設置された腐食電位センサ１０を腐食電位センサ１０ｂと称する。腐
食電位センサ１０ａ，１０ｂは、それぞれ後述する腐食電位センサ１０の構成を有する。
【００２６】
　本実施例の腐食電位センサ１０の具体的な構成を、図１を用いて説明する。腐食電位セ
ンサ１０は、電極キャップ１１，電極固定体１２，管状絶縁体１５，管状金属筐体１８，
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導線１９を備えている。電極キャップ１１は、金属ジルコニウムにより構成される。管状
絶縁体１５は、サファイアで構成される。安定化ジルコニアによって管状絶縁体１５を構
成することも可能である。管状金属筐体１８は、Ｆｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ合金によって
構成されている。管状金属筐体１８は、Ｆｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ合金以外に、Ｆｅ－４
２Ｎｉ合金またはＦｅ－３６Ｎｉ合金によって構成しても良い。管状絶縁体１５の両端部
に、電極固定体１２及び管状金属筐体１８がそれぞれ接続される。管状絶縁体１５の一端
部の、電極固定体１２との接合面には、メタライズ処理されたメタライズ処理部１３が形
成されている。管状絶縁体１５の他端部の、管状金属筐体１８との接合面にも、メタライ
ズ処理されたメタライズ処理部１７が形成されている。先端が封鎖されてキャップ状にな
っている電極固定体１２は、その内面がメタライズ処理部１３に接触した状態で、管状絶
縁体１５にろう付けにて接合される。１４が電極固定体１２と管状絶縁体１５のろう付け
部である。管状金属筐体１８は、その内面がメタライズ処理部１７に接触した状態で、管
状絶縁体１５にろう付けにて接合される。１６が管状金属筐体１８と管状絶縁体１５のろ
う付け部である。導線１９が、管状絶縁体１５及び管状金属筐体１８内を通り、電極固定
体１２の内面に接続される。封鎖部である導線引き出し治具２０が、管状金属筐体１８の
他端部に取付けられて管状金属筐体１８を封鎖する。導線１９は導線引き出し治具２０を
貫通して管状金属筐体１８の外部、すなわち、腐食電位センサ１０の外部に取り出される
。
【００２７】
　導線引き出し治具２０として、ＭＩケーブル（ＭＩはMineral Insulatedの略）が使用
される。管状金属筐体１８は、管状絶縁体１５との接合部がＦｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ合
金，Ｆｅ－４２Ｎｉ合金及びＦｅ－３６Ｎｉ合金のいずれかであれば、それ以外の部分を
ステンレス鋼としてもよい。この場合、管状金属筐体１８は、Ｆｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ
合金，Ｆｅ－４２Ｎｉ合金及びＦｅ－３６Ｎｉ合金のいずれかとステンレス鋼を接合して
構成される。管状絶縁体１５の両端部のメタライズ処理には、タングステン，チタン及び
モリブデン－マンガンのいずれかが使用される。
【００２８】
　電極キャップ１１は電極固定体１２を覆うように設置される。図４に示すように、電極
固定体１２にメネジ、電極キャップ１１にオネジ又は電極固定体１２にオネジ、電極キャ
ップ１１にメネジを設置してネジ止めすると電極キャップ１１が電極固定体１２から脱落
し難くなり望ましい。
【００２９】
　以上の構造により管状絶縁体と接続され腐食電位センサ内に水が入ることを防止する役
割と一定電位を発生する役割を異なる部材で果たすことにより、より寿命の長い腐食電位
センサとすることができる。
【００３０】
　腐食電位センサ１０のＢＷＲプラントへの取付け構造を、図３を用いて詳細に説明する
。腐食電位センサ１０ａ，１０ｂの取付け構造は同じであるため、腐食電位センサ１０ａ
を用いて説明する。腐食電位センサ１０ａを設置する取付け管部４７を、再循環系配管３
４の測定対象箇所に分岐管状に取付ける。腐食電位センサ１０ａは、電極２１（本発明で
は電極キャップ１１を被覆した電極固定体１２）が再循環系配管３４の中心軸を向くよう
に配置されて取付け管部４７内に挿入され、取付け管部４７に取付けられる。取付け管部
４７の端部と腐食電位センサ１０ａの間は、再循環系配管３４内を流れる炉水が漏洩しな
いように、シール部材にてシールされている。導線１９は取付け管部４７の外部に達し、
エレクトロメータ２７に接続される。エレクトロメータ２７に接続される他のリード線４
８は再循環系配管３４に接続される。電極２１と再循環系配管３４は電気的に接触されて
いない。腐食電位センサ１０ｂは、ボトムドレン配管４４に設けられた取付け管部４７（
図示せず）に、腐食電位センサ１０ａと同様に取付けられる。
【００３１】
　腐食電位センサ１０ａは、電極２１と再循環系配管３４の間で発生する電位差を検出す
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る。この電位差はエレクトロメータ２７により測定され、エレクトロメータ２７は測定し
た電位差に基づいて電極２１の近傍の再循環系配管３４の腐食電位が求められる。
【００３２】
　ジルコニウムはジルコニウムが酸素、又は水により酸化ジルコニウムに腐食することに
より電位を発生するため、水素の影響を受けない。従って、本実施例の腐食電位センサに
よれば、溶存酸素濃度に対する溶存水素濃度に依存せずに一定電位を発生できる。一方、
ジルコニウムを電極として使用するときに、他の金属と接触させて接液した場合に、他の
金属により生じる電位の影響を受けることがある。ジルコニウムは腐食して表面に酸化ジ
ルコニウムの皮膜が生成すると腐食が抑制される。腐食速度の大きい金属と接合すると、
腐食速度の大きい金属により生じる電位の影響を受ける。そのため、電極固定体が接液す
ることを抑制する必要がある。
【００３３】
　電極固定体は、管状絶縁体と接続され腐食電位センサ内に水が入ることを防止する役割
と、電極となる金属キャップと電極固定体および電極固定体と導線を電気的に接続する役
割を有する。即ち、管状絶縁体と接続され腐食電位センサ内に水が入ることを防止する役
割と一定電位を発生する役割が異なる部材で果たされる。従来技術では電極が管状絶縁体
と直接接続され、腐食電位センサ内に水が入ることを防止する役割と一定の電位を発生す
る役割を同時に果たしており、本発明は従来技術と異なる。これにより、電極固定体とし
て、管状絶縁体との接続に好適な材料を使用でき、接合部が熱膨張差による応力で外れる
ことを抑制できる。
【００３４】
　実施例１の変形例として、実施例１では電極キャップ１１が電極固定体１２の接液面の
みを被覆する形状となっているが、図５に示すように電極固定体１２と管状絶縁材１５の
接続部である、ろう付け部１４を覆う形状にする。ろう付け部１４を覆うことでろう付け
部１４に接する水を停滞させて溶存酸素濃度を低下させることで、ろう付け部１４の腐食
を抑制することができるので、腐食電位センサ１０の寿命をより長くするために好適であ
る。
【００３５】
　更に、図６に示すように、電極キャップ１１の開口部を機械的に圧縮して管状絶縁体１
５に接するようにすると、ろう付け部１４への水の接液を抑制でき、ろう付け部１４の腐
食を抑制できるので腐食電位センサ１０の寿命をより長くするために好適である。また、
電極キャップ１１の開口部を機械的に圧縮して管状絶縁体１５に接するようにすると電極
キャップ１１の脱落防止にも好適である。
【００３６】
　実施例１の別の変形例として、実施例１では電極キャップ１１が電極固定体１２の接液
面のみを被覆する形状となっているが、図７に示すように電極固定体１２と管状絶縁材１
５の接続部である、ろう付け部１４を覆う形状にし、更に、電極キャップ１１と管状絶縁
体１５の隙間に金属キャップと同じ金属からなる金属スペーサ５０を入れることによりろ
う付け部１４に水が浸透し難くさせると、ろう付け部１４の腐食を抑制でき腐食電位セン
サ１０の寿命をより長くするために好適である。また電極キャップ１１と金属スペーサ５
０を溶接して固定すると電極キャップ１１の脱落防止にも好適である。
【実施例２】
【００３７】
　本発明の他の実施例である実施例２の腐食電位センサを、図８を用いて説明する（図７
に記載の実施例１を代表として適用）。本実施例の腐食電位センサ１０は、第１の実施例
に加えて、ろう付け部１６の接液面に中間層５１を設置して、中間層５１の接液面に白金
層５２が被覆された構造を有する。電極固定体１２としてＦｅ－２９Ｎｉ－１７Ｃｏ合金
又はＦｅ－４２Ｎｉ合金を使用する場合はチタンが好適である。中間層５１や白金層５２
は化学気相成長法（ＣＶＤ）やイオンプレーティング，イオンスパッタリングなどにより
被覆すればよい。被覆層は０.５～１μｍ程度あれば十分である。
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　本実施例の服飾電位センサによれば、実施例１と同様の効果を得ることができる。
【００３９】
　本実施例の腐食電位センサによれば、管状絶縁体１５と管状金属筐体１８の接続部の腐
食を抑制することができ、その部位から管状金属筐体１８内部への水が入ることを防止す
ることができるため、腐食電位センサ１０の寿命をさらに長くすることができる。
【００４０】
　なお、以上に述べた実施例１及び実施例２の各腐食電位センサは、加圧水型原子力プラ
ント，火力プラント及び化学プラントにも適用することができる。
【符号の説明】
【００４１】
１０，１０ａ，１０ｂ　腐食電位センサ
１１　電極キャップ
１２　電極固定体
１３，１７　メタライズ処理部
１４，１６　ろう付け部
１５　管状絶縁体
１８　管状金属筐体
１９　導線
２０　導線引き出し治具
２１　電極
３１　原子炉圧力容器
３２　炉心
３３　ダウンカマ
３４　再循環系配管
３５　再循環ポンプ
３６　主蒸気配管
３７　タービン
３８　復水器
３９　給水配管
４０　給水ポンプ
４１　浄化系配管
４２　浄化系ポンプ
４３　浄化装置
４４　ボトムドレン配管
４５　水素注入装置
４６　原子炉格納容器
５０　金属スペーサ
５１　中間層
５２　白金層
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